
  

西東京市公告 

 

   西東京都市計画道路事業の施行について 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第66条の規定により、次のように公告する。 

 

  令和８年１月15日 

 

                      西東京市長 池 澤 隆 史 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  西東京都市計画道路事業３・４・24号田無駅南口線 

 

２ 施行者の名称 

  西東京市 

 

３ 事務所の所在地 

  西東京市中町一丁目６番８号 

  西東京市役所保谷東分庁舎１階 都市基盤部道路課 

 

４ 事業地の所在 

  西東京市南町四丁目、南町五丁目及び向台三丁目各地内 


